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９．小児救急を含む小児医療  

（１）小児医療の現状  

全国の傾向と同様に大阪府内において小児科を標榜する医療機関は大幅に減少している。

特に、小児科標榜診療所にあっては平成 17 年の 389 か所から平成 21 年には 195 か所

へと半減しており、平成 21 年 11 月 1 日現在では病院・診療所を合わせて 345 か所と

なっている。  

小児科標榜医療機関は減少しているものの、日常的なプライマリケアから高度専門医療

まで大阪府における小児医療提供体制は比較的安定して確保できている。ただし、時間外

や救急の診療提供体制に関しては、膨大な患者・保護者ニーズに限られた医療資源の疲弊

を防ぎつつ、安定的に確保できるよう十分留意する必要がある。  

なお、小児外科を標榜する医療機関数は、ほぼ横ばいで推移している。  

 

表３－３－９－１  小児科標榜医療機関数（病院：複数計上、診療所：主たる診療科）  

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

小児科標榜病院 184 175 167 153 150

小児科標榜診療所 389 240 235 203 195

小児科標榜医療機関計 573 415 402 356 345
 

厚生労働省「医療施設調査」  

 

表３－３－９－２  小児外科標榜医療機関数（複数計上）  

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

小児外科標榜病院 19 20 22 20 19
 

厚生労働省「医療施設調査」  

 

府内の小児患者を受入れる病床を有する医療機関は 88 施設であり、その病床は 1,971

床である。また、平成 24 年３月現在で小児入院管理料の施設基準を満たすものとして、

算定を近畿厚生局に届け出ている病院は、59 施設（63 病棟）である。  

そのうち、医療機関内に小児科の常勤の医師が５名以上配置されており、独立した小児

病棟において７対１看護体制が行われているなど比較的高度な小児医療を提供している

「小児入院管理料３」以上の施設基準を満たすものとして届出している医療機関は 33 病

院となっている。  
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表３－３－９－３  医療圏別小児入院管理料算定届出医療機関数  

                        単位：病棟数；（  ）は重複  

管理料１ 管理料２ 管理料３ 管理料４ 管理料５

3 1 4 1 9

2 1 3

1 3 3 2 9

2 1 1 4

2 2 1 1 6

3 2 1 6

1 2 ３（１） 6（１）

北 2 1 ３（２） 6（２）

西 2 2

東 1 2 ５（１） 8（１）

南 2 1 3

6 15 12 23（４） 6 62（4）合計

小児入院管理料

合計

豊能

三島

北河内

中河内

南河内

堺市

医療圏

病床数

泉州

大阪市

 

近畿厚生局ホームページ・厚生労働省調査より（平成 24 年 3 月現在）  

 

表３－３－９－４  小児入院管理料の施設基準を届出している医療機関名称  

（）の記載は、複数の管理料を届出している医療機関のうち、重複部分を示している  

小児入院管理料の種別  医療機関名  

小児入院管理料１  
高槻病院  大阪医科大学附属病院  大阪府立母子保健総合医療センター  

淀川キリスト教病院  北野病院  大阪市立総合医療センター（ 6）  

小児入院管理料２  

市立豊中病院  国立循環器病研究センター  大阪大学医学部附属病院   

関西医科大学附属枚方病院  東大阪市立総合病院  八尾市立病院   

ＰＬ病院  近畿大学医学部附属病院  中野こども病院  千船病院   

大阪厚生年金病院  愛染橋病院  大阪赤十字病院   

大阪府立急性期・総合医療センター  大阪市立大学医学部附属病院（ 15）  

小児入院管理料３  
済生会吹田病院  関西医科大学附属滝井病院  星ヶ丘厚生年金病院   

枚方市民病院  阪南中央病院  大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター  
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ベルランド総合病院  耳原総合病院  市立堺病院  和泉市立病院   

泉大津市立病院  大阪市立住吉市民病院（ 12）  

小児入院管理料４  

箕面市立病院  市立池田病院  市立吹田市民病院  済生会千里病院   

済生会茨木病院  小松病院  関西医科大学香里病院  松下記念病院   

河内総合病院  大阪南医療センター  大阪労災病院  近畿大学医学部附属

堺病院  （大阪府立母子保健総合医療センター）  市立岸和田市民病院   

市立貝塚病院  大阪警察病院  （北野病院）（愛染橋病院）済生会野江病院  

大阪市立十三市民病院  済生会中津病院  （大阪市立総合医療センター）

大阪医療センター（ 23）  

小児入院管理料５  
東豊中渡辺病院  北摂総合病院  星田南病院   富田林病院  若草第一病

院  阪南病院  （６）  

               近畿厚生局ホームページより（平成 24 年 3 月現在）  

 

（２）小児救急医療体制  

小児は感染症などの急性疾患が多く、保護者の不安感等もあいまって救急医療のニーズ

が高いが、医療提供体制を支える医療資源は減少する傾向にあるため、持続的で安定的な

救急医療体制の確保に努める必要がある。  

小児救急患者の大半は入院や手術を必要としない軽症患者であるが、これら軽症の小児

救急患者が二次救急病院を多数受診する傾向にあるため、これらの病院が本来の役割であ

る二次救急医療機能を十分果たせないことが懸念されている。なお、インフルエンザ

（H1N1）2009 の発生時には、多数の患者発生とともに保護者等の感染への不安等が重

なり、救急や休日夜間診療も含め医療機関に患者が殺到する結果となった。このような患

者の多数発生時には、医療機関や関係団体と行政が連携をはかり医療体制の確保に努める

とともに、府民に対して正確な情報提供を行い冷静な行動を求めていくことも必要である。 

また、近年の特徴である小児科、特に小児救急に従事する医師不足の問題や多数の軽症

者の時間外受診による医師の疲弊の加速への対応として、従来から軽症者対策を中心に施

策を実施してきた。今後は、外傷等により救急医療の受診を必要とする小児傷病者の迅速

かつ確実な受入れ体制の整備や重篤な小児救急患者へのより適切な医療提供体制の確保に

ついて検討を行い、体制整備をはかる。  

なお、小児救急医療は一般的に概ね生後 1 か月以上 15 歳（中学生程度）までの受診を

想定しており、新生児は、周産期医療体制として別に体制整備を行っている。  

ア．小児救急電話相談（＃８０００）  

夜間の子どもの急病等に関する保護者の不安を解消するため、小児科医の支援体制のも

とに看護師による夜間電話相談を実施し、年間 4 万件前後の相談に対応している。終夜体

制で相談を実施していることや、繁忙期の回線増設、相談員に専門研修の受講を義務付け
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相談対応の充実をはかるなど、利用者の視点を重視しており、相談をして納得された利用

者が 98.2%（平成 23 年度）と非常に満足度が高い。また、相談者の利便性の向上や保護

者への教育啓発的効果により、結果的に小児救急医療機関の疲弊防止につながるなど副次

的効果をもたらしており、今後もより一層の活用をはかる。  

表３－３－９－５  小児救急電話相談件数の経年変化  

 

イ．初期小児救急医療体制  

市町村が主体となって運営する休日 (37 か所 )・夜間急病診療所 (17 か所 )において小児

科の初期救急診療を実施している。  

図３－３－９－６  主な小児初期救急医療拠点（体制）  
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また、軽症患者が多いものの初期救急診療では検査や処置にも一定の限界があるととも

に、診断の結果、必要があればより高次の医療機関に迅速かつ確実に後送することが不可

欠であることから、二次救急医療機関が後送を確実に受け入れる体制の確保が必須である。 

初期小児救急医療体制の拡充をはかるため、これまで複数の市町村による広域的な連携

体制整備を支援してきたことなどにより、診療時間に一定の制約があるものの、現在では

全二次医療圏で体制を確保している。  

今後とも、関係市町村や地域の医師会と連携しながら受診状況や地域の小児救急医療体

制の維持・確保の実状を丁寧に把握し、地域の関係者による継続的な議論を促し小児初期

救急医療体制の一層の確保・充実をはかる。  

 

ウ．二次小児救急医療体制  

小児科を協力診療科目として固定・通年制で救急医療を提供する二次救急告示医療機関

（平成 24 年 12 月現在 11 か所）に加えて、１日単位で特定の曜日等の 24 時間体制ま

たはこれに準じる体制に救急医療を提供する医療機関（平成 24 年 12 月現在 28 か所）

の協力も得て市町村が実施する輪番制の小児救急医療支援事業により、二次医療圏ごとに

入院を要する小児救急患者の受入れ体制を確保している。  

小児救急電話相談の実施や小児救急広域連携体制により各圏域で充実された初期救急医

療機関への受診促進が、二次救急医療機関の疲弊の緩和に一定の効果をもたらしている。

しかし、依然厳しい状況であるため、引き続き入院を要する小児救急患者への医療提供体

制の確保に努める。さらに、今後は整形外科や脳外科、小児外科等の専門領域の協力を必

要とする場合もある小児外傷者の迅速かつ確実な受入れ体制の整備について検討を行い体

制の充実をはかる。  

 表３－３－９－７  二次救急医療機関の確保状況   単位：病院数  

固定・通年制 輪番制

11 28
二次救急医療機関の病院数

 

大阪府健康医療部医療対策課  

表３－３－９－８  小児医療支援事業参画病院数と患者数の年次推移  

年度 平成19 平成20 平成21 平成22

参画医療機関数 38 34 33 36

入院患者数 10,012 10,362 12,729 10,187

外来患者数 117,205 116,043 134,414 114,393

患者総数 127,217 126,405 147,143 124,580
 

大阪府健康医療部医療対策課  
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（３）重篤患者に対する医療提供体制  

府内における集中管理が必要な重篤小児患者への医療提供体制については、より質の高

い医療を提供するとともに、救命救急センターや一般小児病院等の医療従事者の負担軽減

をはかるため、重篤患者を 365 日 24 時間体制で他の医療機関からの受入要請に対応す

るための重篤小児患者拠点病院を整備し、拠点病院、救命救急センター、大学病院、一般

小児病院等の関係医療機関からなる緊密な連携体制（ネットワーク）の構築をはかること

が必要である。  

重篤小児患者拠点病院については、集中治療施設などの診療機能、人材育成機能および

情報センター機能を併せ持ち、ネットワークの中心的な役割を担うことが求められる。  

現在、府内では拠点病院に該当する施設は存在しないものの、大阪府立母子保健総合医

療センターと大阪市立総合医療センターが平成 26 年度に向け集中治療施設の大幅な増床

を予定しているところであり、今後拠点病院としての役割を果たすことが期待される。  

また、ネットワークの構築については、関係者による運営会議を立ち上げるとともに、

拠点病院への転送ルールや受入体制の確立について議論をすすめ、ネットワークが有効に

機能するよう府としても支援しながら体制の整備をはかっていく。  

 

図３－３－９－９  重篤小児患者ネットワーク  イメージ図  

 

 

（４）小児慢性特定疾患対策  

小児慢性疾患のうち、特定の疾患については、疾患の治療研究を推進することにより、

医療の確立・普及および児童の健全な育成とともに、患者家族の負担軽減をはかるため、

専門医を有する適切な医療機関に委託し医療費の援助を行っている。  

平成 17 年度に、児童福祉法の改正が行われ、これにより対象となる疾患は、10 疾患群
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から 11 疾患群（①悪性新生物  ②慢性腎疾患  ③慢性呼吸器疾患  ④慢性心疾患  ⑤内

分泌疾患  ⑥膠原病  ⑦糖尿病  ⑧先天性代謝異常  ⑨血友病等血液・免疫疾患  ⑩神

経・筋疾患  ⑪慢性消化器疾患）に、疾患数も 488 疾患から 516 疾患に拡大するととも

に、一部の疾患でしか認められなかった 20 歳の誕生日前日までの承認延長が全疾患で認

められるようになった。  

承認件数は、平成 19 年度 5,370 件、平成 22 年度 5,757 件で、増加傾向にある。疾

患群別にみると、平成 22 年度においては、慢性心疾患と内分泌疾患で約半数を占めてい

る。府内の委託契約医療機関は 619 か所である。  

同じく同法の改正により、福祉サービスの拡大がはかられ、小児慢性特定疾患児日常生

活用具給付事業（市町村事業）として、車いすなど 15 品目に給付対象が拡大されること

となった。疾患別、医療機関別の承認件数は表３－３－９－１０のとおりである。  

 

表３－３－９－１０  疾患群別、医療機関別承認件数  
医療機関名 件数 医療機関名 件数

1 大阪府立母子保健総合医療センター 119 1 近畿大学医学部附属病院 98

2 大阪大学医学部附属病院 96 2 大阪府立母子保健総合医療センター 59

3 大阪市立総合医療センター 75 3 関西医科大学附属枚方病院 32

4 関西医科大学附属枚方病院 43 4 大阪大学医学部附属病院 29

5 近畿大学医学部附属病院 33 5 大阪市立総合医療センター 22

その他 248 その他 225

614 465

医療機関名 件数 医療機関名 件数

1 大阪府立母子保健総合医療センター 254 1 大阪医科大学附属病院 33

2 大阪大学医学部附属病院 104 2 関西医科大学附属枚方病院 19

3 安原子どもクリニック 103 2 国立循環器病研究センター 19

4 大阪市立総合医療センター 74 4 大阪府立母子保健総合医療センター 11

5 隈病院 64 4 近畿大学医学部附属病院 11

その他 1,095 その他 66

1,694 159

医療機関名 件数 医療機関名 件数

1 高槻病院 37 1 大阪府立母子保健総合医療センター 357

2 大阪府立母子保健総合医療センター 22 2 国立循環器病研究センター 223

3 関西医科大学附属枚方病院 21 3 大阪大学医学部附属病院 97

4 大阪府立呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ医療ｾﾝﾀｰ 20 4 大阪市立総合医療センター 77

5 大阪市立総合医療センター 13 5 関西医科大学附属枚方病院 62

その他 129 その他 314

242 1,130

医療機関名 件数 医療機関名 件数

1 大阪市立大学医学部附属病院 80 1 大阪大学医学部附属病院 72

2 関西医科大学附属滝井病院 19 2 大阪市立大学医学部附属病院 37

3 関西医科大学附属枚方病院 15 3 大阪府立母子保健総合医療センター 35

4 市立枚方市民病院 13 4 安原子どもクリニック 14

5 大阪大学医学部附属病院 12 5 箕面市立病院 13

その他 150 その他 133

289 304

悪性新生物 慢性腎疾患

計 計

内分泌疾患 膠原病

計 計

慢性呼吸器疾患 慢性心疾患

計 計

糖尿病 先天性代謝異常

計 計  
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医療機関名 件数 医療機関名 件数

1 奈良県立医科大学附属病院 25 1 大阪府立母子保健総合医療センター 82

2 大阪府立母子保健総合医療センター 18 2 大阪大学医学部附属病院 50

3 大阪医科大学附属病院 13 3 大阪市立総合医療センター 41

4 大阪市立総合医療センター 12 4 森之宮病院 33

4 近畿大学医学部附属病院 12 5 南大阪療育園 25

その他 163 その他 257

243 488

医療機関名 件数

1 京都大学医学部附属病院 31

2 大阪府立母子保健総合医療センター 28

3 大阪大学医学部附属病院 25

4 大阪市立総合医療センター 9

5 近畿大学医学部附属病院 6

その他 30

129

血液・免疫疾患 神経・筋疾患

計 計

慢性消化器疾患

計  

近年の傾向として、慢性疾患児の入院・通院とも診療日数では、多くの疾患群で長期化

し、医療費も増加傾向にある。  

特に訪問看護の利用についてみると、過去６年間（H17～H2２）で、13.９倍と大きく

伸びており、在宅での医療的ケアを必要とする重度の慢性疾患児が増加している状況にあ

る。  

 

表３－３－９－１１  小児慢性特定疾患  訪問看護費用の推移  

（単位：百万円） H17 H18 H19 H20 H21 H22 伸び率%

悪性新生物 0.9 2.4 2.1 4.6 5.8 18.0 20.4

慢性腎疾患 0.7 0.9 0.3 2.4 4.7 1.8 2.5

慢性呼吸器疾患 2.9 9.2 15.1 49.8 91.2 132.9 45.5

慢性心疾患 4.2 5.7 10.8 34.4 59.8 66.6 15.8

内分泌疾患 3.7 3.2 3.9 12.1 16.5 25.2 6.9

膠 原 病 -

糖 尿 病 0.1 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0

先天性代謝異常 4.8 8.9 9.1 30.1 19.3 17.5 3.6

血友病等血液・免疫疾患 0.1 1.1 2.3 3.5 ∞

神経・筋疾患 15.0 27.0 35.4 165.5 237.0 184.2 12.3

慢性消化器疾患 0.3 0.4 6.4 0.4 ∞

計 32.0 57.0 77.0 300.0 446.0 450.0 13.9
 

このような状況のもと、大阪府においては、府内の小児慢性特定疾患児および保護者等

を対象に、同じ疾患を持つ保護者等のピアカウンセラーが電話や面接、保健所・医療機関

等へ出向くなどのピアカウンセリングにより、小児慢性特定疾患児および保護者等の心理

的・精神的な支援を実施している。  
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また、府保健所では小児慢性特定疾患児等とその家族に対して、医師・理学療法士・作

業療法士・言語聴覚士・臨床心理士・保育士・歯科衛生士による相談事業や保健師による

訪問指導等の個別支援、疾病等に関する学習会や慢性疾患児の家族交流会などの集団支援

の実施等に取り組んでいるが、重度の慢性疾患児が増加している背景もあり、適切な医療

や療育を確保するためには、よりきめ細やかな支援体制を推進していく必要がある。  

 

【課題】  

○軽症の急病患者が多数受診することによる二次救急病院への負担  

○重症・重篤な小児患者へのより適切な医療提供体制の検討  

○小児慢性疾患児のうち、訪問看護を必要とする重度の難病児の増加  

 

【取り組み】  

○小児救急に関する電話相談を実施するとともに、小児初期および二次救急医療体

制の体制整備をはかる市町村に対し支援を行なう。  

○重篤な小児患者に対しより適切な医療を提供できる体制を整備する。  

○小児慢性特定疾患児および保護者等の心理的・精神的な支援のため、ピアカウン

セリングや専門職による相談事業や保健師による訪問指導等の個別支援、疾病等

に関する学習会やピアサポート事業などの集団支援の実施等に引き続き取り組

む。  

 


